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年
度
整
備
の
田
黒
集
会
所
は
、

用
地
取
得
費
と
ほ
ぼ
同
額
の
造

成
費
が
か
か
っ
て
い
る
。
適
地

選
定
を
し
な
け
れ
ば
住
民
の
負

担
は
増
え
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
、

整
備
計
画
の
策
定
に
よ
り
事
業

の
予
見
可
能
性
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
今
後
、
教
育
施
設
整
備
も
全

て
の
公
共
施
設
整
備
計
画
の
中

に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
で
あ
ろ

う
。
そ
の
時
に
、
あ
る
べ
き
小

中
学
校
の
将
来
像
を
示
す
こ
と

は
、
教
育
委
員
会
だ
け
で
は
な

く
町
全
体
と
し
て
の
課
題
で
あ

る
。

　
と
き
が
わ
町
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
及
び
浄
化
槽

設
置
管
理
事
業
特
別
会
計
・
水

道
事
業
会
計
決
算
に
基
づ
く
資

金
不
足
比
率
が
、
監
査
委
員
の

意
見
を
付
け
て
報
告
さ
れ
た
。

審
査
の
方
法

　
令
和
元
年
度
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不

足
比
率
並
び
に
そ
の
算
定
の
基

礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
に
つ
い
て
、
関
係
担
当
課
長

か
ら
説
明
を
求
め
審
査
し
た
。

審
査
の
結
果

　
下
表
の
と
お
り
、
一
般
会
計

等
に
お
け
る
健
全
化
判
断
比
率
、

公
営
企
業
等
に
お
け
る
資
金
不

足
比
率
が
報
告
さ
れ
た
。

　
い
ず
れ
の
書
類
も
適
正
に
作

成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
健
全
化

判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
と

も
に
問
題
な
い
と
認
め
ら
れ
た
。

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況

を
統
一
的
な
指
標
で
明
ら
か
に

し
、
財
政
の
健
全
化
や
再
生
が

必
要
な
場
合
に
迅
速
な
対
応
を

取
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
。

　
毎
年
度
、
以
下
の
健
全
化
判

断
比
率
を
監
査
委
員
の
審
査
に

付
し
た
上
で
議
会
に
報
告
し
、

公
表
す
る
。

①
実
質
赤
字
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率

　
健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
の

い
ず
れ
か
が
早
期
健
全
化
基
準

以
上
の
場
合
に
は
、
財
政
健
全

化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
ま
た
、
公
営
企
業
を
経
営
す

る
地
方
公
共
団
体
は
、
公
営
企

業
ご
と
に
資
金
不
足
比
率
を
監

査
委
員
の
審
査
に
付
し
た
上
で

議
会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
。

こ
れ
が
経
営
健
全
化
基
準
以
上

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
経
営
健

全
化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
個
人
番
号
の

通
知
カ
ー
ド
の
発
行
が
廃
止
さ

れ
て
再
発
行
を
行
わ
な
く
な
っ

た
た
め
、
改
正
。

問　
通
知
カ
ー
ド
し
か
持
っ
て

い
な
い
人
は
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
。

答　
身
分
証
明
書
の
補
填
を
す

る
資
料
に
は
使
え
な
く
な
る
が
、

個
人
番
号
を
確
認
す
る
資
料
と

し
て
は
使
え
る
。

問　
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
初
め

て
作
る
の
に
発
行
手
数
料
は
か

か
る
の
か
。

答　
新
規
に
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
つ
く
る
と
き
は
発
行
手
数
料

は
か
か
ら
な
い
が
、
紛
失
し
た

場
合
は
再
発
行
手
数
料
が
か
か

る
。

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

問　
収
入
未
済
額
に
対
し
て
の

町
の
対
応
は
。

答　
積
極
的
に
徴
収
対
策
に
取

り
組
む
。

問　
滞
納
世
帯
へ
の
財
産
差
押

の
取
組
は
。

答　
町
は
、
督
促
、
催
告
書
を

送
付
し
、
次
に
、
臨
宅
、
電
話

な
ど
を
経
た
後
、
そ
れ
で
も
、

納
税
し
な
い
方
に
は
財
産
調
査

等
を
行
い
差
押
を
す
る
。

問　
不
用
額
が
前
年
度
に
比
較

し
、
増
え
た
よ
う
だ
が
。

答　
支
払
実
績
の
最
大
値
で
見

込
ん
で
い
た
が
、
１
月
か
ら
３

月
の
医
療
費
が
想
定
よ
り
減
少

し
た
た
め
。

◎
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

問　
町
は
、
健
康
診
査
受
診
率

20
％
の
目
標
を
掲
げ
て
い
る
が
、

結
果
は
1₅
％
と
な
っ
て
い
る
。

対
策
は
。

答　
実
施
医
療
機
関
を
比
企
管

内
に
拡
大
し
た
り
、
個
別
に
受

診
券
を
送
る
取
組
な
ど
し
て
い

る
。
更
に
、
啓
発
、
推
奨
し
て

い
く
。

◎
介
護
保
険
特
別
会
計

問　
不
用
額
が
増
え
た
が
。

答　
介
護
利
用
が
想
定
さ
れ
る

最
大
限
の
予
算
を
確
保
し
た
が
、

給
付
が
見
込
み
を
下
回
っ
た
。

◎
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業
特
別

会
計

問　
浄
化
槽
整
備
費
に
お
い
て
、

当
初
予
算
は
実
情
に
合
わ
せ
た

立
て
方
を
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
か
。

答　
令
和
７
年
度
ま
で
に
浄
化

槽
の
普
及
率
１
０
０
％
と
い
う

国
・
県
の
目
標
が
あ
り
、
そ
の

目
標
値
に
向
か
っ
て
整
備
を
進

め
て
い
る
。
こ
の
目
標
が
、
市

町
村
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付

す
る
要
件
に
な
っ
て
い
る
。

◎
水
道
事
業
会
計

問　
有
収
率
が
下
が
っ
て
い
る

が
。

答　
有
収
率
向
上
対
策
は
、
最

重
要
課
題
と
い
う
こ
と
は
十
分

認
識
し
て
い
る
。
給
水
人
口
の

減
少
に
よ
る
も
の
が
大
き
な
要

因
に
な
っ
て
い
る
。

問　
漏
水
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

答　
毎
年
漏
水
調
査
を
実
施
し

て
い
る
が
、
有
収
率
が
上
が
る

ま
で
の
成
果
に
至
っ
て
い
な
い
。

現
在
、
県
企
業
局
か
ら
技
術
支

援
を
受
け
、
効
率
的
な
方
法
を

研
究
し
て
い
る
。

問　
県
水
の
減
量
の
考
え
は
。

答　
現
在
の
と
こ
ろ
減
量
は
考

え
て
い
な
い
。
安
定
し
て
入
っ

て
く
る
県
水
は
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

有
収
率
…
有
収
水
量
を
総
配
水

量
で
割
っ
た
率
の
こ
と
。
つ
ま

り
、
配
水
池
な
ど
か
ら
流
し
た

水
の
う
ち
、
水
道
メ
ー
タ
ー
を

ど
れ
だ
け
通
過
し
、
料
金
に
な

っ
た
か
を
表
す
。

　
令
和
元
年
度
一
般
会
計
、
５

特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
及
び
水

道
事
業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て

監
査
を
行
っ
た
。

審
査
の
方
法

　
各
決
算
の
事
項
別
明
細
書
、

実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
及
び

財
産
に
関
す
る
調
書
は
関
係
法

令
に
準
拠
し
、
か
つ
、
議
決
予

算
科
目
等
に
従
っ
て
調
製
さ
れ

て
い
る
か
、
そ
の
計
数
は
正
確

で
あ
る
か
、
関
係
諸
帳
簿
、
証

書
類
と
照
合
し
て
い
る
か
な
ど
、

例
月
出
納
検
査
、
定
期
監
査
の

結
果
を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、

関
係
職
員
か
ら
の
説
明
を
求
め

審
査
し
た
。

審
査
の
結
果

　
審
査
に
付
さ
れ
た
各
会
計
の

歳
入
歳
出
決
算
、
歳
入
歳
出
決

算
事
項
別
明
細
書
、
そ
の
他
の

書
類
は
関
係
法
令
の
諸
規
定
に

準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
予
算
額

及
び
収
入
支
出
済
額
に
つ
い
て

は
検
算
し
、
関
係
諸
帳
簿
、
証

書
類
等
照
合
し
た
結
果
、
計
数

処
理
及
び
予
算
執
行
に
つ
い
て

適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

ま
と
め

　
令
和
元
年
度
の
一
般
会
計
の

決
算
は
、
前
年
度
比
歳
入
が

３
・
２
％
、
歳
出
が
４
・
０
％

の
減
少
と
な
っ
た
。
歳
入
の
町

税
に
お
い
て
は
、
全
体
の
徴
収

率
が
99
・
０
％
と
高
い
水
準
を

維
持
し
て
い
る
。

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
を

含
む
５
特
別
会
計
決
算
の
合
計

額
は
、
前
年
度
比
歳
入
２
・
０

％
、
歳
出
３
・
３
％
の
減
少
と

な
っ
た
。

　
水
道
事
業
会
計
は
、
収
益
的

収
支
が
５
４
４
万
円
の
当
年
度

純
利
益
と
な
り
、
資
本
的
収
支

の
不
足
す
る
額
９
２
４
６
万
円

は
内
部
留
保
資
金
等
で
補
て
ん

し
た
。

　
個
別
の
事
業
執
行
に
つ
い
て

は
、
起
業
支
援
施
設
運
営
業
務

に
、
締
結
し
た
契
約
内
容
と
実

態
が
異
な
る
点
が
あ
る
。
原
因

究
明
と
事
業
効
果
の
検
証
も
含

め
た
見
直
し
を
求
め
る
。

　
集
会
所
整
備
に
つ
い
て
は
、

高
額
な
一
般
財
源
を
投
入
す
る

事
業
で
あ
る
の
で
、
統
合
を
含

め
た
整
備
計
画
が
先
ず
あ
っ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
令
和
元

特
別
会
計
の
主
な
質
疑

監
査
報
告

健全化判断比率 令和元年度 早期健全化基準
実質赤字比率 －％ 15.0%

連結実質赤字比率 －％ 20.0%
実質公債費比率 4.4% 25.0%
将来負担比率 33.0% 350.0%

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

浄化槽設置管理
事業特別会計 －％ 20.0%

水道事業会計 －％ 20.0%

左から　田中監査委員、武野谷代表監査委員、
渡邉町長

健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
の
審
査
・
報
告

条
例
の
一
部
改
正

健全化判断比率 資金不足比率

※「－％」…赤字額がないため ※「－％」…資金不足比率がないため 夜間漏水調査の様子




